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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】平成27年10月15日(2015.10.15)

【公開番号】特開2014-161942(P2014-161942A)
【公開日】平成26年9月8日(2014.9.8)
【年通号数】公開・登録公報2014-048
【出願番号】特願2013-34207(P2013-34207)
【国際特許分類】
   Ｂ２３Ｄ  61/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２３Ｄ   61/02     　　　Ｚ
   Ｂ２３Ｄ   61/02     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成27年8月26日(2015.8.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　図１～３に示す実施例の丸鋸１０と図４に示す比較例の丸鋸５０とについて、実際にワ
ークを切削する試験を行い、両者を比較した。ワークとしては、鋼板を丸めて突き合わせ
た端縁を溶接することで筒状に成形された機械構造用炭素鋼管(STKM13A)を用いた。ワー
クは、外径が５０．８ｍｍであり、厚さが５ｍｍである。実施例および比較例の丸鋸１０
,５０は、厚さ１．７ｍｍの台金１２を用い、外径が２８５ｍｍで、歯数が８０個に設定
され、切れ刃の幅が２ｍｍのチップ３０,５２を台金１２にろう付けしている。実施例お
よび比較例のチップ３０,５２は、外面にＴｉＡｌＮ系の被膜が形成された超硬合金であ
る。また、実施例および比較例のチップ３０,５２は、第１すくい面４０の半径方向の幅
が０．３ｍｍであり、第２すくい面４２,５４の半径方向の幅が同一に設定されている。
実施例のチップ３０は、第１すくい面４０の第１すくい角θ１が－２５°で、第２すくい
面４２の第２すくい角θ２が－５°で、分散面４４の傾斜角θ４が４５°で、背面３４が
第１基準線Ｌ１と平行に形成されている。また、実施例の丸鋸１０には、歯袋１６の回転
方向前側に突部２０が形成されているのに対し、比較例の丸鋸５０は、歯袋１６の回転方
向前側に延在する歯体１４の外周縁１４ａに前記突部２０に対応する形状を備えていない
。比較例のチップ５２は、第１すくい面４０の第１すくい角θ１が－２５°で、第２すく
い面５２の第２すくい角θ２が１０°で設定され、背面５６が第２すくい面５２と平行に
延在している。比較例のチップ５２は、底面５８が第２すくい面４２と台金１２との境界
Ｐから回転方向に沿って延在するよう形成され、実施例のように基部３１が台金１２に嵌
め込まれていない。実施例および比較例の丸鋸１０,５０により、切削速度３５８ｍ／ｍ
ｉｎ、１歯当たりの送り量０．０７ｍｍの条件で、ミストを供給しつつ前記ワークを切削
した。試験は、実施例および比較例の丸鋸１０,５０を２個ずつ用意し、夫々２回行った
。


	header
	written-amendment

